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取
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改
正
す
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政
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新
旧
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新
旧
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照
条
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○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
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政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
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・
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・
・
・
・
・
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特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
役
務
の
提
供
等
）

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
役
務
の
提
供
等
）

第
六
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
次
に

第
六
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
次
に

掲
げ
る
役
務
の
提
供
で
あ
つ
て
、
役
務
提
供
事
業
者
が
営
業
所
等
（
法
第

掲
げ
る
役
務
の
提
供
で
あ
つ
て
、
役
務
提
供
事
業
者
が
営
業
所
等
（
法
第

二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

第
十
六
条
の
三
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
呼
び

い
て
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
呼
び
止
め
て
営
業
所
等
に
同
行
さ

止
め
て
営
業
所
等
に
同
行
さ
せ
た
者
か
ら
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受

せ
た
者
か
ら
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
、
又
は
そ
の
者
と
役
務
提

け
、
又
は
そ
の
者
と
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
法
第
五
十
八
条
の
四
の
政
令
で
定
め
る
物
品
）

第
十
六
条
の
二

法
第
五
十
八
条
の
四
の
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲

（
新
設
）

げ
る
物
品
と
す
る
。

一

自
動
車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
）

二

家
庭
用
電
気
機
械
器
具
（
携
行
が
容
易
な
も
の
を
除
く
。
）

三

家
具

四

書
籍

五

有
価
証
券

六

レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
用
レ
コ
ー
ド
及
び
磁
気
的
方
法
又
は
光
学
的

方
法
に
よ
り
音
、
影
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物

（
適
用
除
外
さ
れ
る
訪
問
購
入
の
取
引
の
態
様
）

第
十
六
条
の
三

法
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る

（
新
設
）
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取
引
の
態
様
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
の
態
様
と
す
る
。

一

現
に
店
舗
に
お
い
て
購
入
を
行
つ
て
い
る
購
入
業
者
（
次
号
及
び
第

三
号
に
お
い
て
「
店
舗
購
入
業
者
」
と
い
う
。
）
が
定
期
的
に
住
居
を

巡
回
訪
問
し
、
物
品
の
売
買
契
約
の
申
込
み
又
は
売
買
契
約
の
締
結
の

勧
誘
を
行
わ
ず
、
単
に
そ
の
申
込
み
を
受
け
、
又
は
請
求
を
受
け
て
こ

れ
を
締
結
し
て
行
う
購
入

二

店
舗
購
入
業
者
が
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
購
入

の
事
業
に
関
し
て
、
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
五
十
八
条
の
七

か
ら
第
五
十
八
条
の
九
ま
で
、
第
五
十
八
条
の
十
一
若
し
く
は
第
五
十

八
条
の
十
一
の
二
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五
十
八
条
の
十

二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
に
限
り
、
法
第
五
十
八
条

の
六
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
十
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第

五
十
八
条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）

の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
購
入

三

店
舗
購
入
業
者
以
外
の
購
入
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客

（
当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
購
入
の
事
業
に
関
し
て
、
二
以

上
の
訪
問
に
つ
き
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
五
十
八
条
の
七
か

ら
第
五
十
八
条
の
九
ま
で
、
第
五
十
八
条
の
十
一
若
し
く
は
第
五
十
八

条
の
十
一
の
二
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五
十
八
条
の
十
二

第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
に
限
り
、
法
第
五
十
八
条
の

六
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
十
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五

十
八
条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の

あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
購
入

四

通
常
売
買
契
約
の
相
手
方
が
物
品
を
処
分
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
売

買
契
約
の
相
手
方
が
購
入
業
者
の
営
業
所
等
以
外
の
場
所
に
お
け
る
取

引
を
誘
引
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
購
入
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（
消
費
者
委
員
会
及
び
消
費
経
済
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
消
費
者
委
員
会
及
び
消
費
経
済
審
議
会
へ
の
諮
問
）

第
十
六
条
の
四

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
諮
問
は
、
次
の
各
号
（
同

第
十
六
条
の
二

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
諮
問
は
、
次
の
各
号
（
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲

げ
る
主
務
大
臣
が
、
当
該
各
号
に
定
め
る
消
費
者
委
員
会
及
び
消
費
経
済

げ
る
主
務
大
臣
が
、
当
該
各
号
に
定
め
る
消
費
者
委
員
会
及
び
消
費
経
済

審
議
会
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

審
議
会
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

内
閣
総
理
大
臣

消
費
者
委
員
会

一

内
閣
総
理
大
臣

消
費
者
委
員
会

二

経
済
産
業
大
臣

消
費
経
済
審
議
会

二

経
済
産
業
大
臣

消
費
経
済
審
議
会

三

法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
当
該
商
品
若
し
く
は
物
品
の
流
通

三

法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
当
該
商
品
の
流
通
を
所
掌
す
る
大

を
所
掌
す
る
大
臣
、
当
該
権
利
に
係
る
施
設
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を

臣
、
当
該
権
利
に
係
る
施
設
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
行
う
事
業
を
所

行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
又
は
当
該
役
務
の
提
供
を
行
う
事
業
を
所

管
す
る
大
臣
又
は
当
該
役
務
の
提
供
を
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

管
す
る
大
臣

消
費
者
委
員
会
及
び
消
費
経
済
審
議
会

消
費
者
委
員
会
及
び
消
費
経
済
審
議
会

（
販
売
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
等
）

（
販
売
業
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
等
）

第
十
七
条

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
販
売
業
者

第
十
七
条

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
販
売
業
者

、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
、
業
務

、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業

提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
又
は
購
入
業
者
に
対
し
報
告
又
は
帳
簿
、
書

務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
に
対
し
報
告
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の

類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
表
の

物
件
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

す
る
。

販
売
業
者

（
略
）

販
売
業
者

（
略
）

役
務
提
供
事
業
者

（
略
）

役
務
提
供
事
業
者

（
略
）

統
括
者

（
略
）

統
括
者

（
略
）

勧
誘
者

（
略
）

勧
誘
者

（
略
）
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一
般
連
鎖
販
売
業

（
略
）

一
般
連
鎖
販
売
業
者

（
略
）

者業
務
提
供
誘
引
販

（
略
）

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者

（
略
）

売
業
を
行
う
者

購
入
業
者

一

当
該
購
入
業
者
が
訪
問
購
入
に
係
る
売
買

（
新
設
）

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す
る

事
項

二

当
該
購
入
業
者
が
受
け
る
訪
問
購
入
に
係

る
売
買
契
約
の
申
込
み
又
は
当
該
購
入
業
者

が
行
う
当
該
売
買
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事

項
三

当
該
購
入
業
者
が
締
結
す
る
訪
問
購
入
に

係
る
売
買
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関

す
る
事
項

四

当
該
購
入
業
者
が
受
け
た
訪
問
購
入
に
係

る
売
買
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
当
該
購

入
業
者
が
締
結
し
た
訪
問
購
入
に
係
る
売
買

契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

五

当
該
購
入
業
者
が
訪
問
購
入
に
係
る
売
買

契
約
の
相
手
方
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
物
品

の
第
三
者
へ
の
引
渡
し
に
関
す
る
事
項

２

（
略
）

２

（
略
）

（
密
接
関
係
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
等
）

（
密
接
関
係
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
等
）

第
十
七
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
表

第
十
七
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
表
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の
上
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
密
接
関
係

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
密
接
関
係

者
に
対
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
同

者
に
対
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
同

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

と
す
る
。

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す

（
略
）

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す

（
略
）

る
関
連
商
品
の
販
売
を
行
う
者

る
関
連
商
品
の
販
売
を
行
う
者

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
係
る

（
略
）

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
係
る

（
略
）

業
務
の
提
供
を
行
う
者

業
務
の
提
供
を
行
う
者

購
入
業
者
が
訪
問
購
入
に
係
る
売

そ
の
者
が
引
渡
し
を
受
け
た
当
該

法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

そ
の
者
が
行
う
法
第
六
十
六
条
第

買
契
約
の
相
手
方
か
ら
引
渡
し
を

物
品
の
引
渡
し
に
関
す
る
事
項

る
販
売
業
者
等
が
行
う
特
定
商
取

一
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
が

受
け
た
物
品
の
引
渡
し
（
法
第
五

引
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
顧

行
う
特
定
商
取
引
に
関
す
る
事
項

十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書

客
（
電
話
勧
誘
顧
客
を
含
む
。
）

で
あ
つ
て
顧
客
（
電
話
勧
誘
顧
客

に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の

若
し
く
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務

を
含
む
。
）
若
し
く
は
購
入
者
若

を
除
く
。
）
を
受
け
た
第
三
者

の
提
供
を
受
け
る
者
、
連
鎖
販
売

し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者

取
引
の
相
手
方
又
は
業
務
提
供
誘

、
連
鎖
販
売
取
引
の
相
手
方
又
は

法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

そ
の
者
が
行
う
法
第
六
十
六
条
第

引
販
売
取
引
の
相
手
方
の
判
断
に

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
の
相
手

る
販
売
業
者
等
が
行
う
特
定
商
取

一
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
が

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要

方
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

引
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
顧

行
う
特
定
商
取
引
に
関
す
る
事
項

な
も
の
を
告
げ
、
又
は
表
示
す
る

と
な
る
重
要
な
も
の
の
告
知
又
は

客
（
電
話
勧
誘
顧
客
を
含
む
。
）

で
あ
つ
て
顧
客
（
電
話
勧
誘
顧
客

者

表
示
に
関
す
る
事
項

若
し
く
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務

を
含
む
。
）
若
し
く
は
購
入
者
若

の
提
供
を
受
け
る
者
、
連
鎖
販
売

し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者

取
引
の
相
手
方
、
業
務
提
供
誘
引

、
連
鎖
販
売
取
引
の
相
手
方
、
業

販
売
取
引
の
相
手
方
又
は
訪
問
購

務
提
供
誘
引
販
売
取
引
の
相
手
方

入
に
係
る
売
買
契
約
の
相
手
方
の

又
は
訪
問
購
入
に
係
る
売
買
契
約

判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な

の
相
手
方
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
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る
重
要
な
も
の
を
告
げ
、
又
は
表

す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も
の
の
告

示
す
る
者

知
又
は
表
示
に
関
す
る
事
項

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
九
条

法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十

第
十
九
条

法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十

六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
の
十

六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
主
務

二
及
び
第
五
十
八
条
の
十
三
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
並
び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
六
条
の
二
、

務
並
び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
六
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三

第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四

十
六
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の

条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
第

二
、
第
五
十
四
条
の
二
並
び
に
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
に
規
定

。
）
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
当

す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に

該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括

お
け
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖

者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う

販
売
業
者
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
又
は
購
入
業
者
の
業
務
（

者
の
業
務
（
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
又
は
業
務
提

連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売

供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
が
受
託
し
て
行
う
も
の

取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
が
受
託
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た

に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以

だ
し
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、

上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取

連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
若
し
く
は
業
務
提

引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
若

供
誘
引
販
売
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
等
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

し
く
は
訪
問
購
入
に
係
る
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
等
の
利
益
が
害
さ
れ

あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
特

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請
が
あ
つ

す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら

た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

要
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨

げ
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に

４

訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に

係
る
取
引
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
及
び
訪
問
購
入
に
係
る
取
引
に
関

係
る
取
引
及
び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
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す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
当

す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に

該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括

お
け
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖

者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者

販
売
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の
業
務
（
連
鎖
販
売
取

又
は
購
入
業
者
の
業
務
（
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者

引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ

又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
が
受
託
し

ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
が
受
託
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の

て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と

は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら

と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

７

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、

７

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、

第
八
条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
の
二

第
八
条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
の
二

、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二

、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二

、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二

、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二

、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二

、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二

、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
の
十
二
、
第
五
十
八
条
の

、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
又
は
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

十
三
又
は
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
同
条
第
六
項
に
お
い

で
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣

項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知

の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

事
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

結
果
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

８

（
略
）

８

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ

第
二
十
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ

れ
た
権
限
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
財

れ
た
権
限
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
財

務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら

務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら

そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
五
十
八
条
の
十
二
、
第
五
十
八
条
の
十
三
、
第
六
十
条
及
び
第

（
新
設
）
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六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
で
訪
問
購
入

に
係
る
取
引
に
関
す
る
も
の

当
該
購
入
業
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
区

域
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長

２

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た

２

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た

権
限
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
経
済
産

権
限
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
経
済
産

業
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
消
費
者
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行

業
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
消
費
者
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十

一

法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十

六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四

六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四

十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第

十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第

五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
の
十
二

五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
条
並
び
に
第

、
第
五
十
八
条
の
十
三
、
第
六
十
条
並
び
に
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら

六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

第
三
項
ま
で
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
で
訪
問
販
売
に

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
で
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売

係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
又

取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
、
業
務
提
供
誘
引
販
売
取

は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
関
す
る
も
の

当
該
販
売
業
者
、
役
務

引
又
は
訪
問
購
入
に
係
る
取
引
に
関
す
る
も
の

当
該
販
売
業
者
、
役

提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提

務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
、
業
務
提

供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
（
連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル

供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
又
は
購
入
業
者
が
そ
の
業
務
（
連
鎖
販
売
取

広
告
受
託
事
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受

引
電
子
メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子

託
事
業
者
が
受
託
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
区
域
を
管
轄
す

メ
ー
ル
広
告
受
託
事
業
者
が
受
託
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う

る
経
済
産
業
局
長

区
域
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）


